
速報-(量子重力)論文不正審査被害事件の誤審判決。2018/3/19
素粒子論完成の発端になる論文の不正審査被害民事訴訟で裁判所は露骨な暗黒裁判。

兎も角主役論文の”真偽立証”に踏み込まない、第三者鑑定での弁論再開も却下。

その決定的誤審部分：

⑴被告の行為が不法行為となるものとは言えない

真正なる論文公刊を拒絶隠ぺいし、無用な素粒子研究で不正巨額公費支出が

不法でないのか？、ＪＰＡＲＫ加速器＝１６００億円、年間運転経費１００億円、

⑵被害発生から２５年経過で時効と言うが被害が現在進行形継続中を無視した暴挙！

告訴人個人も経済的その他甚大被害、公的被害は上記巨額一例でも明白、

⑶正当な論文を公刊する事は世界的にも無用無駄研究経費削減で貢献。

決定的核心部は被告も裁判所も該当論文の間違い立証に踏み込まない、第三者鑑定での

弁論再開も却下。そも公判判決２回開廷(30分,1-0分)のみ。証人喚問しない検察と同じ。

付録１:判決文抜粋。
第３ 当裁判所の判断(１，２は原文、３は付録コピーを参照、太文字赤字は筆者)。
１原告は、被告には、前記題２の２の通り本件論文誌に本件論文を掲載する義務があった

のに対してこれをしなかった旨主張する。

本件論文誌は平成５年当時、京都大学基礎物理学研究所が一般社団法人日本物理学会と共

同で「理論物理学刊行会」として刊行してきた雑誌であり、同刊行会は。投稿された論文

を掲載するか否かは編集委員会の方針に従って決定していた（弁論の全趣旨）。

そうであれば、雑誌の編集、発行者として雑誌を編集する自由を有する同刊行会が、編集

委員の方針に従って決定してると言うのであるから、投稿されてきた論文を掲載するか否

かは、その編集委員の適正な判断に委ねられるべきものであって、編集委員会が、論文の

内容によっては直ちに論文の掲載を義務つけることはない。よってその余りの点を判断す

るまでもなく、被告の行為が不法行為となるものとは言えない。

２仮に何らかの点で被告の行為が不法行為に当たる事があっても、原告が

主張する不法行為(論文の不正審査による被害)は平成５年頃のものであるから、本件では、
不法行為の時から２０年以上経過してることが明らかである。したがって、原告が請求す

る民法７０９条にもとずき損害賠償請求は，同法７２４条後段が規定する徐斥期間の経過

により消滅したことになる。

３掲載拒絶論文の再掲載の申し立て拒否では何を化いわんやです。



付録２：判決文 20180319

題名は不正確なので頼んで

ない



気に入らない著者ならば掲載拒否も合法と述べてる。



実態は廃刊ではなく、看板と経営母体の移動で、責任回避はできない。





付録３：訴状

訴 状

平成 30 年 1月 24日

津地方裁判所熊野支部 御中

原告訴訟人 鈴木 基司 印

〒519-4323 三重県熊野市木本町 1136番地 9、電話 0597-70-1367
原告 鈴木基司

〒603-8555 京都市北区上賀茂本山 京都産業大学 理学部物理学科

万 有 館 1 階 理 学 部 事 務 室 TEL:075-705-1463
FAX:075-705-1820

被告 九後汰一

論文不正審査被害事件

訴訟物の価額 6000万円
貼用印紙額 20万円

第１ 請求の趣旨

１ 被告は，原告に対し，6000万円及びこれに対する平成 30年 1月 24日か
ら

支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

２ 訴訟費用は被告の負担とする。

３ 被告は原告著作論文(甲証３号論文)の学術誌(事件当時被告が編集責任者
であった学術雑誌、物理学の進歩誌)で再公刊すべし
との判決並びに仮執行宣言を求める。

収 入

印 紙



第２ 請求の原因

１ 原告は，鈴木基司であり，被告は，九後汰一である。

２ 1993年京都大学出版学術雑誌”物理学 進歩誌”編集責任者であった被告は甲
3号証論文著作者原告に対し，論理正当な物理学論文公刊を拒絶、不法行為にな
る。

憲法第十四条

一    国民  法 下 平等     人種 信条 性別 社会的身分又 門地 

   政治的 経済的又 社会的関係     差別     

二 華族  他 貴族 制度     認    

三 栄誉 勲章  他 栄典 授与      特権 伴    栄典 授与  現 

   有  又 将来   受  者 一代 限    効力 有   

→論文不当差別審査＝不法行為→社会的政治的経済的損害発生と補償請求権利発生.

公刊に伴う学位獲得、研究者就職所得、出版と印税収入、その他の営業活動上の

機会

獲得を阻害、損失結果になった。更にその論文結論が波及(素粒子論基本完成)する
無用化した巨額国費研究全般(違法行為)の原告等(物理学会)の隠蔽責任等追及に伴
い、不肖勢力(隠蔽を意図する勢力)が 1993年以来、今日まで生活-業務妨害に及び
原告の身体的-経済的犯罪被害、及び、更に告訴人を援助する可能性を持つ家族-
知人

友人縁戚関係者、支援者等にも不当圧力での生活全般上での不利益と職業上の不

利

益、地位喪失等の被害相当を生むきっかけにもなった。

３ よって，原告は，被告に対し，訴訟物の価額に基づき，６０００万円及びこ

れに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年５分の割合によ

る遅延損害金の支払を求める。



証 拠 方 法

本件は過去民事判例が無いと思われる専門的論文正当性認否が伴いますので裁判処理迅速

円滑化の為に基本概要理解方法-を事前に述べておきます。
⑴実は甲 1号論文(内山 1956)と甲 2号論文(Faddeev-Popov1967)で素粒子論は本来完成
だったが、1号には一箇所間違いがあり、重力だけが”完全 一般   理論 から外れた。

⑵裁判対象甲 3号論文(告訴人 1993)が”  修正 をした。甲 4号証拠論文(告訴人 1997)
は完成された素粒子理論が現実現象と整合する事を提示してる<ダメ押し証拠>、
⑶以上4個証拠専門論文真偽は甲5,6号証<口頭弁論での証明>で認否判定されます、

(1)素粒子論(場の量子論＝力学論)は”作用関数一個”で原理決定。
力学系(素粒子論)の基本情報が運動方程式に等価な作用(汎)関数一個から全部出る。

(2)一般ゲ-ジ場の作用関数は<アイシュタイン内山>-<ファデフ-ポポフ>

理論で決定。

*宇宙での全相互作用(電磁力、核力等)は重力から分岐発生した、

その重力場も直交座標系採用故障修理で純ゲ-ジ場になる(1993告訴人証明).

⑷以下甲7,8,9は素粒子論完成を意味する重要状況証拠の書面証拠、一般人でも一応通読で
きる内容で、当時の関係者への訴えと、告訴人等への不当圧力と被害複数の証言が主要、

内容的には重複してる文書が多いですが、当時の行政関係者は科学判断が出来なかった。

言い換えれば真偽判断責任者＝科学者からの真相告発が無かった。

甲号証拠目録  号  号 

甲1号証<添付学術論文書面：表題=相互作用 不変理論   解釈>。
その内容は電磁力から核力(弱い力、強い力)と重力まで一  統一形式理論 一

般   場論  重力論ゲ-ジ場化未完成は一般曲線座標使用 誤 .故に告訴人論

文仕事(甲3号)は内山の統一理論歴史的基礎論文(甲１号証拠)の誤り訂正。

Invariant Theoretical Interpretation of Interaction
R.Utiyama,Phys.Rev.101(1956),1957

甲2号証<添付書面>。.

甲3号論文で重力場(統一理論化)も完全一般ゲ-ジ場になる証明、2号は歴史先行して、その

一般ゲ-ジ場の量子化(＝素粒子論化)を証明したソ連科学者(Faddeev-Popov)の歴史的論
文。



Feynman diagrams for the Yang-Mills field
L.D.Faddeev & V.N.Popov,Phys.Let.25B(1967).29.
甲3号証<添付書面>。.

理論物理学 進歩誌(京都大学で被告編集責任者者)に投稿受理された告訴人の

甲1論文誤訂正で素粒子論完成への発端論文<用語誤用があるが本質的でない>。

No3423 表題 直交座標系  繰 込 可能    場    重力場 

Renormalizable Gravity Field as Guage one in Linear Coordinate.
submitted to Prog.Theo.Phys(1993/4/15).
＊上記論文の誤訂正箇所：Renormalizable→Quantizable.

Linear Coordinate→Localized Linear Coordinate.

＊＊誤用語はあるが、肝心の重力場がゲ-ジ場形式になる証明計算は正しい。

甲4号証<添付書面>。

告訴人の素粒子論(量子重力統一理論)の総合論文、米国物理学会誌投稿受理だが、

理由なしで公刊却下<本件同様に不当裁定、民事訴訟希望>。甲3号の追加証明論文。

DJ6420 直交座標系  統一場論                 対称性量子重力力学>
Quantum gravitational dynamics of SO(N 11;1) guage symmetry as the
unified field theory in linear coordinate.
submitted Phys.Rev.D(1997/9/19).

甲5号証<口頭弁論での証明>.
Ⅰ:甲3号証論文正当性の口頭弁論＝証人喚問による認否判定.

証人(被告)質問事項；

(1)重力場は局所直交座標系で純ゲ-ジ場になる(1993告訴人証明)..認否判定.

Ⅱ:素粒子論完成正当性の口頭弁論による認否判定.

証人(被告)喚問；

(2)素粒子論(場の量子論＝力学論)は”作用関数一個”で原理決定。認否判定.
力学系の基本情報が運動方程式に等価な作用(汎)関数一個から全部出る。

(3)一般ゲ-ジ場の作用関数は<Einstein-内山>-<Faddeev と Popov>理論で決定。

認否判定.

上記(3)の内容要約：

重力場等価原理(1917)＝局所ロレンツ不変性(1956)＝一般ゲ-ジ不変性(1993)

→ 一般ゲ-ジ場量子化原理(1967)→量子重力場量子化(素粒子論完成 .



*最終作用関数＝一般ゲージ場の作用関数＋量子化項の作用関数。

*宇宙原初量子重力が後の核力や電磁力、そして巨視的古典重力に分岐転移。

基本的に上記の(1)(2)(3)判定で真偽決定です。以下は追加証明の認否。

Ⅲ:素粒子論完成の”実態証拠<甲3号正当性証拠>”の補強追加認否喚問、
証人(被告)喚問による<甲4号証拠論文>真、偽の認否判定.

証人(被告)補足質問事項；上記(2)(3)のダメ押し、被告が応じれば真偽判定へ

被告担当甲3号論文自身は⒝⒞⒟⒠に直接言及は無いが甲4号が甲3号補強証明になる。

本理論甲3が物理現象実態と整合する以下証拠⒜,...,⒠の全部.認否判定.

⒜物資進化    甲3号論文でも判る最簡単-最強の証拠。

SO(11;1)→SO(11)→SO(10)→SU(5)→SU(3)×SU(3)×U(1).

*宇宙原初量子重力が後の核力や電磁力、そして巨視的古典重力に分岐転移。

⒝宇宙創始力学 SO(11;1)→SO(11)ゲ-ジ場相転移力学での     理論  

⒞巨視的定常近似         重力       再現 

⒟素粒子質量公式     模型 詐欺  

⒠総論;過去に実験と整合する理論は素粒子点模型 の標準理論だけです、

本論も標準理論です。超弦理論は誤り、現実に物理現象整合結果が皆無。

甲６号証<甲5号口頭弁論で真偽決着が付かない時の補足証人喚問候補>.
以下は素粒子論完成を意味する重要状況証拠の証人候補。当時告訴人論文を見た当時研究

者には素粒子統一理論研究を放棄、他分野への研究転向者が複数出た。

⒜小島泉氏：元京都大学数理解析研究所助教授、現在所属先不詳！

被告の素粒子論共同研究者、被告語る所では当時(1993)、研究分野を

素粒子論から離れ，統計力学分野へ転向との事.彼とは面識なし。

⒝斉藤暁元東京都立大学物理学科教授。現在所属先不詳！

当時面談前は量子重力(素粒子統一理論)研究者、筆者論文を読んで後、物理数学に転向

との事,当時学会上層部等圧力で正面から筆者結論を是認する者皆無、逆説的支持者？！。

⒞佐藤文隆元京都大学教授<相対論的宇宙論>.現在甲南大学。

天体核物理に研究分野転向との事、一度京大研究室で会談経験あり、

⒟因みに告訴人は以下二名のノベル物理学賞研究者に不正を陳情、だが共通して

実験研究者と言う事で「理論は判らない」として責任回避です。

2002年 小柴昌俊氏,横須賀高校卒(筆者卒)、東京大学
2015年 梶田隆章氏 東京大学



甲７号証<添付書面>。
以下甲7,8,9は素粒子論完成を意味する重要状況証拠の書面証拠
米国超伝導超加速器計画 中止    紙面     年  月 。

1993 年 10 月米上院は大規模素粒子実験施設＝超伝導超加速器計画 SSCを建設半ばで中止、

以後建設再開がない。建設費総額 1兆 2000 億円 SSC 目的はヒッグス粒子発見、上院声明は

政府予算困窮と言う理由だが、そも始まり当初から赤字、その後米はインタネット景気で

経常収支黒字化、だが建設再開声明は今日までない。1993 年春,鈴木は京都大学物理学の進

歩に重要論文投稿,それが結果的に素粒子論完成へ、この半年後時期タイミングを考慮すれ

ば情報無断盗用は明白。

当時告訴人を差し置いて情報だけが米国に漏れたようです、著作権盗用で SSC 担当責任者

の米国政府エネルギ省と米国物理学会に通信文(米国大使館宛)で賠償請求中<甲 8号証>、
国内政府関係者等にも不当情報盗用と賠償請求支援を請願した<甲 8号証>。なほ聞くとこ
ろでは肝心の米科学者から再開要請が無かったと言われる<出所文書現在不詳>.

甲8号証<添付複写書面>。
以下は素粒子論完成を意味する重要状況証拠の書面証拠.
米国素粒子実験施設 SSC無用化に供した告訴人の科学情報無断盗用の
賠償請求の米政府と国内政府関係者等への陳情誓願書面。

甲9号証<添付複写書面2通(ホチキス合体1本化)>。
以下は素粒子論完成を意味する重要状況証拠の書面証拠。

告訴人及び告訴人に援助加担する可能性ある関係者の被害を陳述する書面,
告訴人の業務日誌手帳からの業務事項<本件には無用だが>と事件複数抜粋、
本件事件前(1993)の事件も記載されてしまってます。

附 属 書 類

１ 訴状副本 各 2通
２ 甲１号証、甲２号証、....、甲９号証（の各写し） 各 2通



平成３０年(ﾜ)第２号 論文不正審査被害事件

原 告 鈴木基司

被 告 九後汰一

訴 状 訂 正 申 立 書

平成３０年１月２９日

津地方裁判所熊野支部民事部 御中

原告 鈴木基司 印

上記当事者間の頭書事件について，原告は，次のとおり，裁判官の指摘に従い

訴状を訂正する。

第１ 請求の趣旨,第 3項目に於いて、
「３ 公刊拒絶論文(甲証３号論文)の学術誌公刊(物理学の進歩誌)との判決並
びに仮執行宣言を求める。」とあるのを

「３ 被告は原告著作の公刊拒絶論文(甲証３号論文)を物理学 進歩誌(事件
当時、被告が編集責任者であった学術雑誌)で公刊せよとの判決並びに仮執
行宣言を求める。」と訂正する。

第２ 請求の権利根拠について請求原因の事実と法的根拠の補充。

⑴事実：原告著作の公刊拒絶論文(甲証３号論文)は学理上において
本質的に論理正当であり、間違いがない以上は学理上で公刊拒絶理由がない。

当時の論文では用語上不備もあったが、被告編集者は問題にしなかった。

むしろこの理論が完成に向かう一層の証拠論証を求めたので甲４号論文が後に

書か

れた事実もある。



⑵法的根拠：学理上で公刊拒絶理由がないとすれば、非学理上の理由となり、

これは日本国民に於いて社会的関係<論文出版とそれに伴う公知化利益追求行為>

に於いて差別待遇を禁じた憲法第十四条第一項 違反   

一    国民  法 下 平等     人種 信条 性別 社会的身分又 門地 

   政治的 経済的又 社会的関係     差別     

ずばり申せば、原告は学会関係者等に不都合な科学真相を知る者(信条 社会的

身分又 門地)として排除差別が本質です。以下は推論となるが問題となる
非学理上の理由とは、本論文結果成果である過去の重大論文の誤箇所訂正が

素粒子科学の実質的な完成を意味し、其の結果、失職、及び実験施設建設での

将来利益喪失等を恐れた学会関係者等が編集責任者被告に圧力をかけて隠蔽共謀

行為になったのと強く推測されます。背後に被告が知る共犯者が居ることです。

以上を請求原因の補充とします。



付録４：原告訴状に対する被告の答弁書。









付録５：被告答弁書に対する原告反論(準備書面).
平成３０年（り）第２号 論文不正審査被害事件

原告 鈴木 基司

被告 九後 太一

平成３０年３月８日

津地方裁判所熊野支部民事 御中

原告 鈴木 基司 印

準 備 書 面

頭書事件について次のとおり主張します。

以下は被告答弁書の名項目数字に従い反論等が書かれます。

１ⅰ,ⅱ：

京都大学出版でない、論文編集責任者でないという指摘は是認します、

だが論文審査担当者は被告であり、筆頭責任は逃れません。

その証拠に論文拒絶に伴う京大研究室抗議複数回訪問(1993～)では被告

が抗議受付に出て居ます、この事実は答弁書でも認めてます。

しかるに、この論文内容以上の超える進展した議論<宇宙創始(相転移)に

かかわるリー代数論等>で当時の原告に研究援助をしてます。後の原告の

進展した理論開発上で有効でした。詳細は口頭弁論で延べます。本訴訟本質

は素粒子論完成を隠蔽する物理学会素粒子部門全部(末尾その他 a:)にある、

名目筆頭賠償責任者(被告)と損害賠償実質支払者は別途考慮が必要です。

賠償額は高額、関係責任者全員<ノ-ベル賞受賞素粒子研究者＋素粒子

部門全員>の身分所得相応責任分担<無用研究での不当利益>にすべきとの

十分に被告情状を考慮した大型判決を希望します.



１ⅲ：被告主張では論理正当でない論文との主張は虚偽証言になります。

専門語ですが、等価原理重力場(内山理論)が局所直交座標系では純粋な

一般ゲ-ジ場になり、一般曲線座標使用の内山理論の誤認修正で結果的に,

素粒子論完成につながる純数学計算には間違い無い事は(被告も)第三者

証言でも可能です。被告がこの計算間違いないの証言がなければ次回までに

第三者証言(鑑定人)を準備せねばならず、鑑定申出書も用意します。

米国物理学会雑誌 Physical Review 誌では「刊行 相応    」と言う

一言で拒絶されてる指摘は事実です<甲 4号証>。

だが本来拒絶論文には”具体的誤認事項の記載”がなければならないので

米物理学会も不当論文審査では同罪です。<過去現在と是正請求してますが、

相手は一途沈黙が現状です>。本件でも具体誤認指摘は皆無でしたが後に原告

自身が用語誤訂正してます。

補足として原告はＤｒ学位を当時も今もないです。が、返答書面では原告名に

わざわざＤｒつけてる部分に留意ください、出鱈目にＤｒを使用すると違法

です。彼らも当時 1993 年の原告身分は相当承知してるからこそ、拒絶論文

です<米系企業退社後、原告と一部米有力勢力との関係が悪い>。詳細は

口頭弁論でも述べてよいです。

２：原告訴状＝公刊 伴 学位獲得 研究者就職所得 出版 印税収入   他 営業

活動上 機会獲得 阻害 損失結果     

被告との関連はないとの主張部分ですが。本件論文は素粒子論完成に直結

する内容で、通常論文とは異なる甚大影響を無視している事は不当。国内

JPARK と呼ぶ素粒子加速器建設も無用、1600 億円公金無駄も防げた。

言い換えれば素粒子論完成では困るので論文不正が起きたのであり、

これは訴状証拠資料から状況証拠多数を提出してる通りです、特に

決定的は米国 12000 億円の通称ＳＳＣ素粒子実験計画の完成途上での

中止(1993 年 10 月)<甲７号証>です。本件論文投稿は同年４月頃です。

原告訴状＝不肖勢力 隠蔽 意図  勢力      年以来 今日  生活 

業務妨害 及 原告 身体的 経済的犯罪被害 及  更 告訴人 援助

  可能性 持 家族 知人友人縁戚関係者 支援者等  不当圧力  

生活全般上  不利益 職業上 不利益 地位喪失等 被害相当 生 

         。



この部分に関し原告も被告が直接関与とは思えないが、起きた事件多数は

事実で(現在なおも原告作業妨害が進行中)、長期苦痛が判らないですか

事実は原告訴状の証拠書面通りです<甲 9号証>、

一度論文が世界公認になれば止めれます。

第４、その他。

プログレス誌が名前変更で過去に責任がないとすれば、名前変更で誰もが

無責任できるでは法治国家にならず、不当な主張です。

なほ研究室訪問で全く理解せずは逆で、被告も原告指摘で気ついた研究対象

事象もあり、当時の抗議訪問は前述のごとく実態共同研究の一面も確かで

した、この事は原告が書いた過去の書面やネット上記事にも記載があります。

<甲 10号証>.

被告指摘通り、被告とは情報交換を過去一環して切望しましたが、問題が

ＳＳＣ等の半ば隠れた政治問題化した時点頃(1995)から様相が一変して、

困難度合いが極度に高まったのは事実です。しかし不法行為に及ぶ様な事情

は原告にはなく、逆に被告側が不法行為隠蔽を強要されてるのだと見ます

(末尾その他 b:)。今後の口頭弁論で経過事情等を述べてもよいです。

その他(原告からの後書き)：

a：自己虫素粒子研究者多数は現状維持で首になりたくないの一途！！

なぜ素粒子研究者になる？、一つは数理手法解析の妙味、他一つはメダルが欲しい？

金稼ぎ苦労を知る一般サラリマンと異なって社会的連帯希薄の坊やか？？、

1997 年千葉県での物理学会素粒子部門非公式会合で、非会員身分ながら５分の許可を

得て素粒子部門研究者ほぼ全員がそろう会場で一発公式<物質進化式>を黒板に書き、

素粒子論完成を発言した<専門家はこの式一発で判る>。その会場反応はと言うとほぼ

全員が口裏合わせ如くブーイング、この反応で原告は言葉を失い、一瞬静寂？が、

その時会場から「そんな事ではだめだ！」、見ると被告の九後氏、怒れ騒げという

意味だったと後から悟りましが、2010 年同じく岡山で、東大某教授が素粒子論の

一部門＝超弦理論の歴史の特別講演、その趣旨はほぼ悲観論で、若手にもう止めろの

暗示か、最後の質疑応答で、若い人だけ指名と教授、原告老人鈴木は怒って素粒子論

完成を宣言、会場は混乱、演壇に迫り、教授に抗議開始だが、聴講者は一斉に会場



散会、この二件で判る事は研究者多数は現状維持で首になりたくないの一途！！、

無用公費浪費責任感覚がないのです。お灸をすえないと温室研究者自己虫は治らない

のかもしれない。社会的科学行政の意味でも本件裁判は重大である事を理解願いたい。

b:真正科学者を脅迫して科学真理を捻じ曲げる！

本件の隠れ核心部です、どの様に科学者を脅迫して科学真理を捻じ曲げるのかの

重大問題は口頭弁論で述べたいと思います、当局に関係者全員の身辺警護をお願い

します。原告鈴木がこれまで生きてこれた理由ですが、一つは表には出さないが、

情報だけはタダ取りという不穏勢力が日本国内でも力をもってるからです。

その詳細は原告サイト＝777true.net に書かれてます・

＊甲 10号証：
原告サイト//

日本 海外物理学界 隠蔽  物理学上 基礎事実               2/6 ペ-ジ

http://www.777true.net/phys-hidden.pdf

*斜体下線部分は今回(2018/03/09)原告が加筆。

❹量子重力力学＝ＱＧＤ (1993/4~1997)： 左項目をクリックで参照。

1956 年に内山は電磁力,弱力,強力,重力統一形式の一般ゲージ場理論 3)を確立、

但し重力場だけは一般相対論呪縛により,曲線座標系での記述が完全統一の障害に

あった.筆者は上記❷成果から真なる理論が必ず公理系で演繹証明される視点から

QGD に疑問,3)論文を検証中に,直交座標系では完全なゲージ理論範疇にある事を

発見。当時既に Faddeev.Popov により一般ゲージ場量子化法も確立しており,

SO(11;1)統一場論に到達。九後教授 京大 支援    純   場動力学過程    

               相転移         宇宙創始論 得  公刊無 。本質的に素粒子論は

標準理論で完成終わり。

☞：本件初回投稿は 93 年春、秋に米国の総額 12000 億円の超伝導超加速器計画 SSC が米上

院で中止決議, 財政難と言う理由だが SSC 当初から財政難,目的のヒッグス粒子捕獲の虚偽

がＱＧＤ発見で密かに知れた事による。筆者は文部省を通じて情報無断盗用を直訴したが,

逆に以後経済封鎖の沙汰。素粒子に質量付与機能すると言う触れ込みヒッグス粒子だがＱ

ＧＤでは電場と電荷相互作用と類似に縦波凍結

ゲージ場(最低エネ)と素粒子の一般ゲージ相互作用と言う自然な形で質量エネルギーｍｃ2

が決定。

http://www.777true.net/phys-hidden.pdf


付録６：弁論再開申立書。



付録７：鑑定申出書。

平成３０年（り）第２号 論文不正審査被害事件

原告 鈴木 基司

被告 九後 太一

平成３０年３月８日

津地方裁判所熊野支部民事 御中

原告 鈴木基司 印

鑑 定 申 出 書

頭書事件について，次のとおり鑑定の申出をします。

第１ 証明すべき事実

局所直交座標系使用で、等価原理重力場(内山理論)は純ゲ-ジ場になる。
＊参考資料＜複写資料添付＞。

甲1号証：Invariant Theoretical Interpretation of Interaction
R.Utiyama,Phys.Rev.101(1956),1957
上記論文の誤箇所訂正が以下論文です。

＊誤り箇所；一般曲線座標系では重力場は純ゲ-ジ場にはならない。
＠：論理学対遇命題としての証明。

純ゲ-ジ場になれば、それは一般曲線座標系でない<直交座標系>。

第２ 鑑定事項

添付資料筆者論文、

甲3号証：No3423 表題 直交座標系  繰 込 可能    場    重力場 

Renormalizable Gravity Field as Guage one in Linear Coordinate.
submitted to Prog.Theo.Phys(1993/4/15).
＊誤訂正；局所直交座標系では重力場は純ゲ-ジ場になる。



第３ 鑑定申請原告からの要望。

素粒子部門研究者全部が実質的な被告なのであり、彼らに鑑定依頼は猫に魚の番を頼むに

等しいです、もっと言えば物理学会大勢は反被告姿勢で

味方を得るのが難しかったです、更に言えば大学研究機関全部が反被告姿勢です。だが深

真層を知る密かな支持者は多数います。

ⅰ:素粒子部門大学院生。
素粒子論は標準理論の延長として本質的に完成<最終的な統一理論>しており、非標準理論
研究者は間違い研究に学費と時間を浪費、彼は本件真相隠蔽被害者でもあり、彼ら現状は

無用無意味な研究で将来を無駄にします。

その意味で有志にて鑑定志望者あらば最善でしょう。無論。彼らには

半日～数日の検算仕事で決着します。

*補足：素粒子論基礎は完成しますが、基礎完成承知の上での残務整理的な仕事はあり得ま
す(高齢研究者)。応用分野等でも仕事はあり得ます。
**標準理論；付録２を参考。

ⅱ:統計力学(理論)分野研究者
しかるに物理部門で統計力学(理論)分野研究者が居ます、彼らも方法論的に同手法を使うの
で分かる人は鑑定可能でしょう。

ⅲ:数学者
数学者で有意志の方も可能、なぜならば内容は純計算が実態だからです。

ⅳ:数理工学者
その意味では工学者<通信情報工学.自動制御等,..>も数学が得意な人が多いので可能です。

ⅴ:民間研究所等での数理科学研究者が望ましいかもしれません。
例えばＮＴＴは各地に有力な研究所研究者を多数抱えてます。

原告個人としてもこれから関係者に打診してみます・

付録１：重要な原告の参考事実：

1993年当時原告は場の量子論基礎論(素粒子論の基礎力学)は承知してましたが、本件主題の
量子重力論には基本的には素人、その素人原告鈴木は

以下の内山論文を1993/2月に入手、4月に誤訂正証明に到達です。
R.Utiyama,Phys.Rev.101(1956),1957
相応の計算ができる方ならば誰もが鑑定人になれます。



付録２：標準理論<実数 0の秘密>...気楽に読み流しで結構です。
素粒子を体積 無 点 仮定  理論で、実験整合する唯一理論。ノベル賞以後の湯川博士

等の体積のある素粒子論は完成した実例が過去にない・

{電磁気力、原子核で働く弱い力、強い力}の素粒子相互作用理論、
理論と実験が整合した既成派理論、だが過去に”重力だけは理論不備”だったが、今回の本件
でそれも統一理論になりました。

*実数 0の秘密<理解不能？にこそ真相がある！>：
常識では０は無です。となれば素粒子は無になる、この矛盾こそが

科学を惑わせた真因、実は数学上の誤解にその起源があります。

その真因は無限大にあります、以下は実数０の定義です、

1/1,1/2,1/3,1/4,.......,,,,1/n,.......
ここで nを大きくすれば、いかなる小さい数字よりも小さくできる。
ある小さい数字よりは小さくできないなどという事がない。

それ故に無限大では０が証明される、ところで

無限大は有限確定でない！！・我々は有限確定以外は”理解不能”！！
確定でない 1/n＝０*は右辺左辺が等しいのだから無と確定できるのか
と言う主張も正しい。→矛盾の発生。→素粒子はビリヤド玉の小さいそれではないです。

無から生まれて、有になる前に破裂する泡？！。

煮え立ったカレ-鍋の表面のランダム発生の泡ぶくに類似です。

さて論理学に従えば矛盾発生が起こると何でもありになる。

＊Aと not Aが同時に真だと任意命題 Bも真になる<定理>.
＊＊憲法の戦犯天皇１条。戦争放棄９条で日本は法矛盾破綻してる。

素粒子のランダム確率生成消滅する真空場はかように矛盾世界！。

*光子の裁判(ノベル賞朝永信一郎<素粒子標準理論>)の判決。
一個の素粒子は壁に空いた二つの穴を同時にすり抜ける。

これも常識では矛盾になるが、泡ブク不連続瞬時空間移動を想定。

となれば何でもあり、全知全能世界になる<神の存在>。

なぜこんな事を言うか、０体積素粒子模型でないと都合が悪い。無限並行宇宙論では極微

小真空に無限個の素粒子を収容する必要があるからです。

本件理論延長で判った一つは宇宙は一個でなく、無限にある。我ら銀河系宇宙以外に見え

ない別次元に別宇宙が吾々のすぐ隣で無限にある。



<真空空間は無ではなく、真逆の何でもあり世界>。
０＝(1-1)+(2-2)+(3-3)+(4-4)+(5-5)+(6-6)+........

*真空の逆＝物質世界(目に見える観測可能世界)では Aが起これば絶対に not Aは同時には
起きない無矛盾秩序世界。

さてこの世に生まれて幸福な人、不幸に生まれた人さまざまで不平等を神に抗議する人が

絶えない。だが<何でもあり世界>を考えると神はすべてに
平等であり、あのアインシュタインが述べた神      投   は一個宇宙では偽であ

り、その究極＝全超宇宙に於いて真実です。

神、死生観、平等は吾々の物質世界法秩序社会形成で重大事です。
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